
参
加
が
あ
り
、
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
た
。
さ

ら
に
、
不
祥
事
を
起
こ
し
た
企
業
に
対
す
る
措
置
の

内
規
を
定
め
た
ほ
か
、
事
務
局
に
企
業
倫
理
グ
ル
ー

プ
を
設
置
し
た
。

本
年
度
に
お
い
て
も
、
企
業
行
動
委
員
会
で
は
武

田
國
男
委
員
長（
武
田
薬
品
工
業
会
長
）、
大
歳
卓
麻

共
同
委
員
長（
日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
社
長
）、
近

藤
定
男
企
画
部
会
長（
三
洋
電
機
取
締
役
）と
い
う
新

体
制
の
下
、
会
員
企
業
と
緊
密
に
連
絡
を
と
り
な
が

ら
、
会
員
企
業
の
不
祥
事
防
止
へ
の
協
力
や
企
業
倫

理
月
間
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

な
お
、「
本
憲
章
に
反
す
る
よ
う
な
事
態
が
発
生

し
た
場
合
、
会
員
は
、
速
や
か
に
日
本
経
団
連
に
そ

の
内
容
等
に
つ
い
て
報
告
を
行
う
」
と
い
う
申
し
合

わ
せ（
実
行
の
手
引
き
に
記
載
）に
従
い
、
二
〇
〇
三

年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
五
カ
月
間
に
、
事
務
局
に

対
し
会
員
企
業
か
ら
約
二
〇
件
の
相
談
・
報
告
が
あ

り
、
対
応
を
進
め
て
い
る
。

第
一
回
企
業
倫
理
月
間
に
お
け
る

会
員
企
業
へ
の
お
願
い

「
第
一
回
企
業
倫
理
月
間
」
に
お
い

て
、
会
員
企
業
に
は
、
昨
年
十
月
に

要
請
し
た
「
企
業
倫
理
・
企
業
行
動

強
化
の
た
め
の
社
内
体
制
の
整
備
・

運
用
に
関
す
る
七
項
目
」
に
沿
っ
て
、

社
内
体
制
の
整
備
・
運
用
状
況
を
全

面
的
に
見
直
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま

え
て
、
改
め
て
経
営
ト
ッ
プ
の
断
固

と
し
た
決
意
を
社
内
に
あ
ま
ね
く
伝

え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
機
会
に
研
修
の
徹
底
を

図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
は
第

一
回
の
企
業
倫
理
月
間
で
あ
り
、
十

月
中
に
全
て
を
実
施
す
る
と
い
う
こ

と
で
な
く
、
取
り
組
み
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
る
契
機
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
考
え
て
い
る
。

今
次
月
間
に
お
け
る

日
本
経
団
連
の
取
り
組
み

最
後
に
、
今
次
月
間
に
お
い
て
日
本
経
団
連
が
企

画
し
て
い
る
会
合
を
ご
紹
介
し
た
い
。

来
る
十
月
二
十
一
日
に
は
、
会
員
企
業
の
経
営
ト

ッ
プ
を
対
象
と
し
た
、
第
二
回
企
業
倫
理
ト
ッ
プ
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
。
同
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
久
保
利

英
明
弁
護
士
に
、
最
近
の
企
業
不
祥
事
の
特
徴
と
経

営
ト
ッ
プ
の
果
た
す
べ
き
役
割
等
に
つ
い
て
講
演
し

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
会
員
企
業
の
取
り
組
み
の

実
例
を
紹
介
し
、
参
加
企
業
の
参
考
と
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
十
月
三
十
日
〜
三
十
一

日
（
一
泊
二
日
）
に
、
経
団
連
ゲ

ス
ト
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
、
企
業
倫

理
推
進
の
実
務
責
任
者
を
対
象
と

し
た
、
第
一
回
企
業
倫
理
担
当
者

研
修
会
を
開
催
す
る
。
こ
の
研
修

会
で
は
、
参
加
者
か
ら
各
社
の
取

り
組
み
の
現
状
を
報
告
し
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
専
門
家
を
交
え

て
、
企
業
倫
理
推
進
体
制
を
い

か
に
構
築
し
運
営
す
る
の
か
を
、

ご
検
討
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て

い
る
。（

日
本
経
団
連
社
会
本
部
）

担 当 部 署：日本経団連社会本部企業倫理グループ
電 話 番 号：０３―５２０４―１５００（代表）
ＦＡＸ番号：０３―５２５５―６２３３
ホームページ：http://www.keidanren.or.jp/indexj.html

企業倫理・企業行動強化のための社内体制の
整備・運用に関する７項目（２００２年１０月１５日決定）

１．行動指針の整備・充実（各社独自の企業行動憲章の策定等）

２．経営トップの基本姿勢の社内外への表明と具体的な取
り組みの情報開示（ホームページ、年次報告書、社会報
告書への掲載等）

３．全社的な取り組み体制の整備（企業倫理担当役員の任命、
企業倫理委員会・担当部署の設置および権限の明示等）

４．「企業倫理ヘルプライン（相談窓口）」の整備（通常の業務
ラインとは別に、重要情報が現場から経営層に伝わる
ルートを整備、相談者の権利保護等に配慮）

５．教育・研修の実施・充実（階層別、職種別）

６．企業倫理の浸透・定着状況のチェックと評価

７．不祥事が起こった場合の適時適確な情報開示、原因の
究明、再発防止策の実施、ならびにトップ自らを含め
た関係者への厳正な処分

企業倫理の確立と企業行動の新たな展開特
集
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一
昨
年
来
、
消
費
者
・
ユ
ー
ザ
ー
と
の
関
係
で
企

業
不
祥
事
が
続
発
し
、
当
該
企
業
の
み
な
ら
ず
経
済

界
全
体
が
社
会
の
強
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
中
で
、

日
本
経
団
連
は
昨
年
十
月
、
企
業
行
動
憲
章
を
改
定

し
、
全
会
員
企
業
に
改
め
て
企
業
倫
理
の
確
立
を
求

め
た
。

そ
の
際
、
日
本
経
団
連
と
し
て
企
業
倫
理
確
立
に

継
続
的
に
取
り
組
む
た
め
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、

毎
年
十
月
を
「
企
業
倫
理
月
間
」
と
し
、
会
員
企
業

に
一
層
の
取
り
組
み
を
促
す
こ
と
を
決
め
た
。

本
稿
で
は
十
月
の
第
一
回
企
業
倫
理
月
間
に
お
い

て
実
施
す
る
予
定
の
各
種
行
事
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
、
会
員
企
業
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
お
願
い
し

た
い
。

変
化
す
る
企
業
不
祥
事

経
団
連（
当
時
）は
、
一
九
九
一
年
に
企
業
行
動
憲

章
を
制
定
し
た
。
九
六
年
に
は
、
同
憲
章
を
改
定
し
、

一
〇
カ
条
の
具
体
的
か
つ
分
か
り
や
す
い
内
容
に
改

め
る
と
と
も
に
、
実
行
の
手
引
き
を
作
成
し
、
配
布

し
た
。
こ
れ
ら
は
、
総
会
屋
な
ど
の
反
社
会
的
勢
力

と
の
決
別
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

最
初
の
憲
章
発
表
か
ら
一
二
年
が
経
過
し
、
企
業

の
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
断
絶
は
進
ん
で
い
る
。

実
際
、
総
会
屋
絡
み
の
企
業
不
祥
事
が
報
道
さ
れ
る

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
一
方
、
消
費
者

や
ユ
ー
ザ
ー
に
近
い
と
こ
ろ
で
発
生
す
る
不
祥
事
は

増
え
て
お
り
、
新
聞
紙
面
を
賑
わ
す
企
業
不
祥
事
は

一
向
に
な
く
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
事
故
を
起
こ
し
た
社
員
を
か
ば
っ
た

こ
と
が
公
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
、
個
人
デ
ー
タ
を
メ
ー

ル
に
添
付
し
て
送
信
し
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
、
退
職

者
が
社
内
文
書
を
持
ち
出
し
て
売
却
し
た
ケ
ー
ス
等
、

現
場
で
発
生
し
た
問
題
が
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く

損
な
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
昨
年
十
月
の
企
業
行
動
憲
章
改
定
で
は
、

従
来
の
反
社
会
勢
力
と
の
決
別
の
ほ
か
に
、
消
費

者
・
ユ
ー
ザ
ー
の
信
頼
獲
得
を
強
調
し
、
経
営
ト
ッ

プ
の
強
固
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
積
極
的
な
情
報
公

開
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
が
特
徴
と
な
っ

て
い
る
。
憲
章
の
精
神
を
守
る
た
め
に
企
業
が
具
体

的
に
取
り
組
む
べ
き
内
容
と
し
て
、「
企
業
倫
理
・

企
業
行
動
強
化
の
た
め
の
社
内
体
制
の
整
備
・
運
用

に
関
す
る
七
項
目
」〔
表
参
照
〕
を
要
請
す
る
な
ど

一
歩
踏
み
込
ん
だ
取
り
組
み
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
の
後
も
不
祥
事
が
続
発
し
て
い
る
状
況
を
見
る
と
、

定
着
に
は
継
続
的
な
働
き
か
け
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
が
ま
す
ま
す
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。

憲
章
改
定
後
の

日
本
経
団
連
の
取
り
組
み

昨
年
十
月
の
憲
章
改
定
以
降
、
日
本
経
団
連
と
し

て
も
、
会
員
企
業
の
取
り
組
み
を
促
し
、
支
援
し
て

い
く
た
め
、
新
た
な
措
置
を
講
じ
て
き
た
。

ま
ず
、
会
員
企
業
の
実
情
把
握
と
経
営
ト
ッ
プ
の

意
識
高
揚
の
た
め
に
、
昨
年
十
二
月
に
「
企
業
倫

理
・
企
業
行
動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
実
施
し

た（
中
間
集
計
結
果
は
本
誌
二
〇
〇
三
年
八
月
号
参

照
）。
ま
た
、
本
年
一
月
に
は
「
企
業
倫
理
ト
ッ
プ

セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
た
が
、
四
〇
〇
名
を
超
え
る

日
本
経
団
連
の

企
業
倫
理
月
間
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
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